
平成 27年度 事業計画 

 

文化・芸術に触れる機会を安定的に確保し、豊かな文化社会の実現に寄与するため、

各種の文化事業を積極的に実施する。また、市民美術展や短詩型文学祭など春日井市か

ら委託された文化事業を実施する。 

さらに、春日井市から指定管理者として指定された春日井市文芸館及び春日井市民会

館の管理運営を行う。 

 

１ 自主文化事業（芸術・文化の振興に関する事業) 

春日井市文芸館、春日井市民会館において次の各号に掲げる事業を実施する。 

 

（1）事業推進グループ 

 形 態 事 業 名 会  場 会期・開催日 

文

芸

系 

運 営 日本自分史センター運営・自分史相談 文芸館日本自分史ｾﾝﾀｰ 通年・週５回 

公 募 公募自分史(掌編自分史)  ５月～募集 

講 演 会 等 自分史フェスタ（立花隆特別講演） 市民会館、文芸館 ５月 23日 

講 座 自分史講座 文芸館文化活動室他 通年 

美

術

系 

展 覧 会 サテライト展（仮称） 文芸館ギャラリー他 ９月 

〃 あいちトリエンナーレ地域展開事業  〃 10月～２月 

〃 Shift Cube 文芸館交流ｱﾄﾘｳﾑ 通年 

舞

台

系 

コンサート 加藤登紀子デビュー50 周年特別コン

サート 

市民会館 ５月 24日 

朗 読 室井滋×長谷川義史絵本朗読＆ライ

ブショー 

 〃 ６月６日 

伝 統 芸 能 松竹大歌舞伎  〃 ７月 17日 

バ レ エ キエフ・クラシック・バレエ  〃 ８月１日 

体 験 講 座 スタインウェイピアノ開放します  〃 ８月 14 日～16 日 

演 劇 こまつ座「國語元年」  〃 10月３日 

コンサート 春日井まつり前夜祭コンサート  〃 10月 16日 

コンサート 吉田正記念オーケストラ・コンサート  〃 11月 28日 

コンサート 春日井市高等学校吹奏楽フェスティバル  〃 12月 20日 



 形 態 事 業 名 会  場 会期・開催日 

舞

台

系 

コンサート 茂木大輔の生で聴く“のだめカンター

ビレの音楽会 
市民会館  

①１月 24日 

②３月 13日 

映 画 優秀映画鑑賞推進事業  〃 未定 

人 形 劇 かすがい人形劇フェスティバル 文芸館視聴覚ﾎｰﾙ他 12月 13日 

朗 読 他 かすがい芸術劇場 文芸館視聴覚ﾎｰﾙ ８月９日、２月 

映 画 かすがい日曜シネマ  〃 ５月、６月、７月、

９月、11 月、１月 

コンサート 昼コン＆夜コン 文芸館交流ｱﾄﾘｳﾑ ①４月～６月 

②９月～11月 

体 験 講 座 昼涼みプロジェクト事業  〃 ７月～８月 

コンサート とっておきのクリスマス  〃 12月 20日 

朗 読 石井正則 sound of story 言葉と音

楽で綴るコンサート 

東部市民センター ４月 18日 

朗 読 十朱幸代 司馬遼太郎「燃えよ剣」  〃 ９月 19日 

ボランティア 市民文化財団サポーター 市民会館他 通年 

出張コンサート アウトリーチ事業 市内各地 未定 

 

（2）施設サービスグループ 

形 態 事 業 名 会  場 会期・開催日 

体 験 講 座 舞台制作セミナー 市民会館他 ８月 

市 民 発 表 アトリウム音楽祭 文芸館交流ｱﾄﾘｳﾑ ９月、３月 

 

（3）広報コミュニケーショングループ 

形 態 事 業 名 会  場 会期・開催日 

広 報 広報宣伝事業  通年 

〃 情報発信事業  通年 情報誌は年 6 回発行 

〃 インフォメーション事業 文芸館文化情報ﾌﾟﾗｻﾞ 通年 

〃 イメージ戦略事業  通年 

〃 友の会事業  通年 

 

 

 

 



２ 受託文化事業（春日井市から受託して行う芸術・文化の振興に関する事業) 

春日井市の委託に基づき、次の事業を実施する。 

形 態 事 業 名 会  場 会期・開催日 

展 覧 会 第 64回市民美術展覧会 文芸館、市庁舎 ８月 22日～30日 

文 学 祭 第 35回短詩型文学祭 市庁舎 １月 25日～31日 

 

３ 共催事業 

形 態 事 業 名 会  場 会期・開催日 

展 覧 会 小野道風公奉賛 

第 67回全国書道展覧会（道風展） 

文芸館ギャラリー・視

聴覚ホール、市庁舎、

道風記念館、観音寺 

 

県美術館ギャラリー 

(春日井展) 

10 月 31 日～11 月 7 日 

 

 

(名古屋展) 

11 月 25 日 ～ 29 日 

コンサート 春日井市民第九演奏会 市民会館 12月６日 

 

４ 指定管理事業 

春日井市から指定管理者として指定された次の２施設の管理運営を行う。 

（1）春日井市文芸館 

（2）春日井市民会館 

 


